
別表_事業・取組

保険健康部健
康増進課母子
保健係

妊婦のための支援給付
事業

- 重点戦略

基本方針1　結婚・出
産・子育て期に住み
続けたいまちをつく
る

01-01　妊娠から出産・子育
て期までの切れ目のない支援

核家族化が進み、地域のつながりが希薄となり、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭が少な
くありません。すべての妊婦・子育て家庭が安心して、妊娠期から出産、子育てができる環境整
備が課題となっています。こうした中で、妊娠期から子育て期まで切れ目なく相談に応じ、様々
なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施していきま
す。

【参考】出産・子育て応援交付金事業　2024年度実績
・出産応援金　　732人(2024年度で事業終了）
・子育て応援金　680人
・妊娠8か月アンケート631人（100％）

【参考】子育て応援交付金事業　2025年度実績
妊婦のための支援給付　2025年度実績
・妊婦のための支援給付　1,200人(2025年度から事業開始）
・子育て応援金　90人(2025年度経過措置）
・妊娠8か月アンケート　596人（100％）

・外国籍の妊婦の増加により、支給手続き等に丁寧な支援を
必要とするケースが増えています。
・流産・死産・中絶等のケースも支給対象となるため、相談
支援にあたる支援者の資質の向上が求められます。

・支援給付と合わせて、妊娠期の支援（8か月アンケートに
合わせた電話や面談等）について検討していきます。
・支給手続きや面談では通訳により対応します。多言語での
案内を作成していきます。
・支援者の資質向上に取り組みます。

保険健康部健
康増進課母子
保健係

産後ケア事業【市長政
策No06】

- 重点戦略

基本方針1　結婚・出
産・子育て期に住み
続けたいまちをつく
る

01-01　妊娠から出産・子育
て期までの切れ目のない支援

2021年4月1日より母子保健法において産後ケア事業の実施が努力義務とされ、2023年から希望す
るすべての産婦が対象に拡大されています。第3次子ども子育て支援計画に新規事業として位置付
けられています。
出産直後から産後1年未満の母子を対象に、産婦の身体的なケアや休息の確保、育児支援を目的と
して産後ケア事業（デイケア、宿泊ケア、訪問ケア）を実施します。また産後家事援助費助成事
業により産後の子育て家庭をサポートします。

【産後ケア事業利用実績】
・デイ　92日
・宿泊　89日
・訪問　7日
・2023年度の3倍以上の利用実績となりました。
【産後家事援助費助成事業】
・10人に117日の助成を行いました。

【産後ケア事業利用実績】
・デイ　88日
・宿泊　147日
・訪問　20日
・非課税世帯減免　宿泊2日
【産後家事援助費助成事業】
・8人に94日の助成を行いました。

・産後、生活の変化等により、育児不安や育児手技の不足、
休息の不足を訴えるケースが増えています。
・産後ケア事業の認知度が上がってきており、利用者の増加
が予測されます。
・里帰り出産の病院等、契約施設以外の利用に関する問い合
わせが増えてきました。
・産後サポートがない家庭が増えています。
・経済的余裕がないためにサービスを使えない家庭がありま
す。

・妊娠期からの支援により産後ケア事業、産後家事援助費助
成事業の周知を図ります。
・希望者の増加やニーズに対応できる体制を整えます。

保険健康部健
康増進課母子
保健係

こども家庭センター
（母子保健機能）【市

長政策No10-2】
- 重点戦略

基本方針1　結婚・出
産・子育て期に住み
続けたいまちをつく
る

01-01　妊娠から出産・子育
て期までの切れ目のない支援

妊娠届出から支援を開始し、出産、子育て期までを切れ目なく支援します。
子育てに困難を抱える家庭から虐待の予防的な対応まで、子ども課（児童福祉機能）との連携・
協働により、より切れ目のない一体的な支援を目指します。

-

・支援計画書を作成し、子ども課との合同ケース会議にて相
互理解を進め、連携して支援を行いました。
・産後ケア事業等の地域資源の把握を行い、産後ケア事業所
1か所において受託項目を拡充しました。
・赤ちゃん訪問員等に対して研修を行い、資質向上に努めま
した。
・通訳同行での訪問や、多言語での案内を作成しました。

・サポートプラン作成および手交
・地域資源の把握・開拓
・それぞれの機能・役割・限界について、相互に理解してい
く必要があります。
・合同ケース会議の方法等については、今後も話し合いが必
要です。
・コミュニケーションに困難を抱える外国籍家庭への支援や
対応。

・サポートプラン作成・手交します。
・地域資源の把握・開拓に取り組みます。
・協働してのケースワークの実施や合同ケース会議の中で相
互理解を進め、連携協働体制を深めていきます。
・赤ちゃん訪問員や支援者を対象に研修を実施し、資質向上
に努めます。
・通訳同行での訪問や、多言語での案内の作成します。
・訪問や相談後に、適切な支援やサービス利用につなげられ
る体制の充実に努めます。

保険健康部国
保医療課医療
係

【三大政策】18歳まで
の医療費無償化【市長

政策No01】
- 重点戦略

基本方針1　結婚・出
産・子育て期に住み
続けたいまちをつく
る

01-07　子育てに係る経済的
な負担を軽減する仕組み

近年、少子化対策、子育て支援拡充のため、全国的に18歳年度末までの子ども医療費助成を行う
市町村が増加しており、愛知県内においても、2024年4月1現在54市町村中38市町村が独自に助成
拡大を行っています。
知立市においては、2021年度より高校生世代の入院費の助成を開始しており、2025年10月診療分
より通院費についても助成を拡大し、18歳年度末まで子育て世代の経済的負担軽減に取組みま
す。

・中学生までの子どもの入通院及び高校生世代の入院を助成
しました。
助成額
中学生以下（入院・通院）は376,284,065円
高校生世代（入院）は1,798,514円

・2025年度10月診療分より高校生世代の通院費の助成を拡大
し、子育て世代の経済的な負担の軽減に取り組みました。
中学生以下（入院・通院）は364,492,253円
高校生世代（入院）は2,285,934円
高校生世代（通院）は17,223,886円
※通院は2025年10月診療分～2026年1月診療分

・高校生世代の未申請の対象者について、再勧奨通知を発送
し、9月末までに全対象者に受給者証の交付ができるように
取り組んだが、未申請の対象者がいる。
未申請者　30人　2026年4月2日現在

・高校生世代の未申請の対象者について、再勧奨通知を発送
し、全対象者に受給者証の交付ができるようにする必要があ
る。

保険健康部健
康増進課母子
保健係

不妊治療費助成事業
【市長政策No37】

新規 重点戦略

基本方針1　結婚・出
産・子育て期に住み
続けたいまちをつく
る

01-13　不妊・不育に関する
相談支援

既存事業である一般不妊治療費補助制度に加え、費用負担の大きい生殖補助医療費補助事業を実
施することで、治療を行う夫婦への経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図ります。

- - - -

保険健康部長
寿介護課地域
支援係

移動スーパー事業への
支援

- 重点戦略
基本方針3　知立駅周
辺の整備を契機に魅
力的なまちをつくる

03-10　移動スーパー事業が
展開される仕組み

日常生活が困難な地域や自家用車での買い物が困難な市民に対する買物支援のため移動スーパー
事業が展開される仕組みをつくります。
自力での買い物が困難な高齢者の自立支援や介護予防を推進し、販売車に近所の方同士が集まる
ことにより、コミュニティの形成や見守りの強化を図ります。

・移動スーパーの紹介 ・移動スーパーの紹介 ・行政主導で民間事業者の宣伝が難しい

・引き続き移動スーパーに関する個別相談に対し、市内事業
者を紹介する
・買い物支援が必要な地域に対し、生活支援コーディネー
ターと連携して、区長回覧等住民主体での周知を勧める

保険健康部健
康増進課成人
保健係

健康知立マイレージ事
業

- 重点戦略
基本方針3　知立駅周
辺の整備を契機に魅
力的なまちをつくる

03-11　健康づくりを応援す
る仕組み

第2次健康知立ともだち21計画の基本目標である「健康寿命の延伸」のために、市民の主体的な健
康づくりへの動機付け支援を行い、健康的な生活習慣の定着を目指しています。企業・団体等と
の連携による、健康づくりを支える環境の整備を促進することを目的とし、愛知県との協働事業
として2015年から実施しております。2025年3月に策定した第3次健康知立ともだち21計画の基本
理念として掲げる「すべての市民が共に支え合い、希望や生きがいを持ち、各世代に応じた健康
づくりを実践するまち」の実現に向け、引き続き企業・団体等との連携による健康づくりを支え
る環境の整備を推進します。

・2024年5月から2025年1月の期間で実施し662人の参加があ
りました。
・KIDSマイレージは、7月15日から9月30日の期間で実施し、
128人の参加がありました。
・チャレンジシートの提出方法を、紙のシートを直接提出す
ることに加え、LoGoフォームでの提出を新たに追加しまし
た。

・2025年5月から2026年1月の期間で実施し681人の参加があ
りました。
・KIDSマイレージは、7月15日から9月30日の期間で実施し、
137人の参加がありました。

・若い世代の参加が少ないため、手軽に使えるアプリ版の楽
しさをさらに周知する必要があります。
・KIDSマイレージは、LoGoフォームでの提出を新たに追加し
たことで、前年比24.3%増となりましたが、未だ参加が少な
い状況ではあります。

・わくわくウォーキング等、今後も他課と連携し、会場にて
アプリ版を含めマイレージの啓発を効果的に実施します。
・マイレージ事業の商品獲得のため、協賛企業の継続した確
保に努めます。
・地域通貨などの導入の際は、マイレージのポイントも組み
込むことを研究します。

保険健康部健
康増進課成人
保健係

健康イベント - 重点戦略
基本方針3　知立駅周
辺の整備を契機に魅
力的なまちをつくる

03-11　健康づくりを応援す
る仕組み

福祉健康まつりにて広く一般市民に福祉活動と健康づくりを啓発普及することで、健康づくりへ
の関心を醸成することを目的とします。市民一人ひとりの健康づくりを応援する仕組みづくりに
取組みます。

・2024年10月20日に知立市文化会館で開催しました。
・福祉健康まつりの参加人数は1,477人です。
【健康ひろばの内容】
・医師・保健師による健康相談
・骨密度測定
・健康マイレージ・こころの健康啓発
・健康ボランティアウォーキング・健康推進活動啓発
・健康増進・食育計画啓発・がん検診啓発
・歯科医師会・薬剤師会コーナー

・2025年12月7日に知立市文化会館で開催しました。
・福祉健康まつりの参加人数は1,424人です。
【健康ひろばの内容】
・医師・保健師による健康相談
・骨密度測定
・健康マイレージ・こころの健康啓発
・健康ボランティアウォーキング・健康推進活動啓発
・健康増進・食育計画啓発・がん検診啓発
・歯科医師会・薬剤師会コーナー

・参加者の年代に偏りが見られます。
・参加者の人数が午前中に偏っています。
・高齢者や子ども連れ以外の集客のためには周知などに更な
る工夫が必要です。

・若年層をターゲットにできるよう、内容や周知方法を検討
します。
・駅前のイベントに合わせてチラシを配布する・LINEで配信
するなどの効果的な周知方法を研究します。
・2026年度は連携協定企業や関係団体等と協力して新たに健
康イベントを開催し、子どもから高齢者まで幅広い年齢層に
向け、正しい生活習慣や健康に関する知識の普及啓発をしま
す。

保険健康部長
寿介護課地域
支援係

地域包括ケア（高齢者
福祉の一体的支援）

- 重点戦略

基本方針5　多様な市
民が安心して暮らせ
る協働のまちをつく
る

05-01　地域共生社会の実現
市内に2カ所ある地域包括支援センターでは、介護保険に関する相談だけでなく、健康や生活に関
する相談、高齢者虐待や消費者被害に関する相談など、高齢者に関する様々な相談に対応してい
ます。

・支援者数　11,766件
　内新規相談　954件
　内介護支援専門員等との連携　3,310件

・総合相談支援業務　7,178件
・権利擁護業務　478件
・認知症相談　809件

・支援者数　11,566件
　内新規相談　1,050件
　内介護支援専門員等との連携　3,461件

・総合相談支援業務　6,941件
・権利擁護業務　278件
・認知症相談　674件

・高齢者相談は多様化・複雑化し、高齢者人口の増加により
対応件数も増加傾向にある。これに伴い地域包括支援セン
ター職員の業務負担増加。
・地域包括支援センターの周知強化

・地域包括センターの周知
・地域包括支援センター職員の業務負担増

保険健康部長
寿介護課地域
支援係

高齢者サロン【市長政
策No38-1】

- 重点戦略

基本方針5　多様な市
民が安心して暮らせ
る協働のまちをつく
る

05-01　地域共生社会の実現

高齢者の寝たきり及び認知症の予防、孤立感の解消、並びに生きがいづくりのため、高齢者が地
域で気軽に集える高齢者サロンを運営するボランティア団体に補助金を交付します。
高齢者サロンを運営するボランティア団体に高齢者サロンの開催数に2,000円を乗じた額を限度と
し補助金を交付します。

・サロン設置数　27カ所
　補助金　921,193円

・サロン設置数　27カ所
　補助金　953,396円

・担い手の高齢化や参加メンバーの固定化

・サロン主催者が集う場で先進的な取組を等を紹介し、相互
に連携を図ることで活動を促進する
・参加者拡大に向け、市ホームページの掲載内容の充実を図
る等検討します。

保険健康部長
寿介護課地域
支援係

まちかど運動教室 - 重点戦略

基本方針5　多様な市
民が安心して暮らせ
る協働のまちをつく
る

05-01　地域共生社会の実現

市と地域が連携して介護予防に取り組み、リハビリ専門職が地域における介護予防に携わる、ま
ちかど運動教室を地域で定期的に行うことにより、高齢者の健康づくりと介護予防に寄与するこ
とを目的に実施しています。
地域の公民館等で週1回、運動教室を開催しており、介護予防のためのストレッチや筋力アップ体
操などを行います。
オンラインで介護予防に取り組める公式LINE「オンラインまちかど運動教室」も実施していま
す。

・まちかど運動教室
　開催場所　20カ所（うち1カ所中止）
　延べ参加者数　14,470人
・オンラインまちかど教室
　延べ参加者数　380人

・まちかど運動教室
　開催場所　20カ所（うち1カ所中止）
　延べ参加者数14,910人
・新健やかプログラム29人
・健康づくり事業（延べ人数）4,380人
・脳の健康度チェック　48人

・オンラインまちかどの参加者を増やす
・継続参加者の更なる獲得

・まちかど運動教室の開催場所の拡充を検討

保険健康部健
康増進課母子
保健係

妊産婦・乳児健康診査
公費負担事業

- 分野別計画 01　子ども・子育て -

2013年度より交付税措置となっています。
2017年度より産後早期の母子への支援強化のため、母子保健医療対策総合支援事業において産後
健診1/2国庫補助を開始されています。
妊婦の健康の保持増進を図るため、妊婦に対する健康診査、保健指導を実施するとともに、妊娠
期適切な時期に医学的検査を実施するものです。

・産後健診2回はじまり、実績が伸びています。
・妊産婦健康診査の実績も前年度と比較して伸びています。

・産後健診2回となり、実績が伸びています。
・妊産婦健康診査の実績も前年度と比較して伸びています。

・乳児健診2回目の利用が1回目と比較して少ない。
・妊産婦歯科健診の利用が少ない。

・乳児健診2回目の受診勧奨を行います。
・妊娠期の口腔ケアの重要性について周知を図ります。

保険健康部国
保医療課国保
年金係

国民健康保険特別会計
繰出事業

- 分野別計画
12　医療・保健・健
康

- 国民健康保険事業の健全運営のための事業です。

・法定繰入分、特定健診分、福祉医療波及分を一般会計から
国民健康保険特別会に繰出を行いました。
・赤字補填のために100,000千円の繰出を行いました。

・法定繰入分、特定健診分、福祉医療波及分を一般会計から
国民健康保険特別会に繰出を行いました。

・今後、赤字補填のための繰出を行うことのないように、税
率改正を慎重に行う必要があります。

・今後も引き続き安定した国保運営をするため、収納率の向
上は喫緊の課題であると考えます。

重点戦略
・

分野別計画

基本方針
・
計画

施策名

⑥
2024年度までに実施した主要な取組や結果

⑦
2025年度に実施した主要な取組や結果

⑧
⑥・⑦等を踏まえて、課題として認識している事項

⑨
⑥・⑦・⑧等を踏まえて、今後取り組む事項

⑤
事業・取組のねらい・内容

④
総合計画の位置づけ

③
新規の

事業・取組

①
2026年度
担当課

➁
事業・取組
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重点戦略
・

分野別計画

基本方針
・
計画

施策名

⑥
2024年度までに実施した主要な取組や結果

⑦
2025年度に実施した主要な取組や結果

⑧
⑥・⑦等を踏まえて、課題として認識している事項

⑨
⑥・⑦・⑧等を踏まえて、今後取り組む事項

⑤
事業・取組のねらい・内容

④
総合計画の位置づけ

③
新規の

事業・取組

①
2026年度
担当課

➁
事業・取組

保険健康部国
保医療課医療
係

後期高齢者医療保険事
業

- 分野別計画
12　医療・保健・健
康

-

高齢化社会の進展に伴う高齢者医療の増加を踏まえ、高齢者の医療制度を持続可能なものとする
ため、2006年6月21日に公布された「健康保険法の一部を改正する法律」により、「老人保健法」
が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、新たな高齢者の医療制度として、2008年度
から運営が開始されたことに伴うものです。
75歳以上の高齢者と一定の障がいのある65歳以上の高齢者の医療を国民全体で公平に支える制度
です。
愛知県後期高齢者広域連合が保険者となり、市町村と事務を分担しながら、制度の運営を行う。
後期高齢者医療広域連合が医療の給付、保険料の決定を行い、市町村は保険料の徴収、各種申請
の受付等を行います。

・保険料の徴収、資格確認書等の引き渡し、各種申請や届出
の受付、制度に関する広報及び窓口相談を行いました。

・保険料の徴収、資格確認書等の引き渡し、各種申請や届出
の受付、制度に関する広報及び窓口相談を行いました。

・保険料の徴収について後期高齢者医療保険料の収納率を下
げないようにする。

・保険料の徴収について制度加入時の案内時に、口座振替活
用の依頼（口座振替用紙の配布・キャッシュカードでの口座
登録の案内）する。
・督促状・催告状の送付する。
・滞納者への架電による納付の依頼をする。
・滞納者への臨時戸別訪問による納付の依頼をする。

保険健康部国
保医療課国保
年金係・医療
係

特定検診の受診率向上
【市長政策No46-2】

- 分野別計画
12　医療・保健・健
康

-

（国保）特定健診を受診することにより、1，自分自身の健康状態を把握　2，健診結果を踏ま
え、現在の健康状態にあったアドバイスを受けられる　3，疾病予防によって、QOLの維持が期待
でき、いつまでも健やかな生活を送ることにつながる　などのメリットがあります。特に人工透
析などは長期に渡り多額の医療費がかかることになるため、リスクのある方の生活習慣の改善を
促すことにより、病気の重症化を防ぎ、健康寿命を延ばすことで将来的な医療費削減を目指しま
す。
（後期）高齢者の重要な健康課題であるフレイルや、健康状態不明者の状況把握及び必要な支
援、高血圧や糖尿病をはじめとする、生活習慣病の早期発見や早期対応し、重症化の予防をする
ことで健康な状態を長く保ち、医療費削減を目指します。

（国保）
・2024速報値：受診率40.3％
（2023法定報告値：受診率41.2％）
（後期）
・2024健康増進課報告値：47.00％
（2023年度確定値：受診率47.85％）

（国保）
・2025法定報告値（見込）：受診率40.7％(2026.4.14現在)
（2024法定報告値：受診率42.2％）
（2023法定報告値：受診率41.2％）
（後期）
・2025健康増進課報告値：47.35％
（2024年度確定値：受診率48.31％）

・（国保）受診率については減少しており、受診環境の改善
を検討していく必要があります。
・（後期）後期高齢者は日頃から定期的に通院し、必要な検
査、治療等を受けているケースも多く、健康診査の必要性を
感じていない方もいるため、そのような方へのアプローチ方
法が課題である。
・（後期）健診を受けていない健康状態不明者、糖尿病治療
中断者の中には医療機関での受診が苦手な人がいるため、集
団健診のような受診しやすい健診の環境つくりが課題であ
る。

・（国保・後期）9月広報に未受診者向け案内掲載
・（国保・後期）ミニバスにポスター及びデジタルサイネー
ジ掲載
・（国保・後期）未受診者に個別ハガキで受診勧奨
・（国保）新規健診対象者への電話勧奨
・（国保・後期）未受診者に集団健診の案内及び実施（12
月）
・（国保・後期）高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実
施事業において、2025年度から健康状態不明者対策を実施
し、対象者に健康診査の受診を促す。

保険健康部国
保医療課医療
係

福祉医療費の全国現物
給付化に向けた福祉総
合システムの標準化

新規 分野別計画
12　医療・保健・健
康

-

2027年4月から、愛知県内全市町村が一斉に福祉医療受給者に係る社保分の審査支払機関を現状の
国保連合会より支払基金に変更する方針となりました。審査支払基金を変更することにより、都
道府県をまたいだ福祉医療の全国現物給付化事業が実現し、受給者が一時的な窓口負担なく円滑
に受診ができるようになります。そのためには、レセプトデータの取り込みや、新たな公費負担
者番号及び受給者番号の付与のために福祉総合システムの改修が必要になります。

- - - -

保険健康部健
康増進課成人
保健係

帯状疱疹予防接種助成
事業（定期予防接種・
任意予防接種助成）
【市長政策No39】

- 分野別計画
12　医療・保健・健
康

-

高齢者の帯状疱疹の発症及び重症化を予防することにより、QOL低下を回避し、自立した生活を継
続できるよう支援するために実施します。
2025年度以降の開始5年間は、65歳以上の5歳刻みの人を定期の対象者とします。
66歳以上で定期予防接種の対象年度前に早期に接種を希望する人には、費用助成を行い接種者の
負担軽減を図ることにより、個々の事情に合わせた選択肢を増やし、より多くの人に予防の機会
を提供します。

-
・定期予防接種を実施しました（4月～3月）。
・66歳以上の定期予防接種対象者以外の方に任意予防接種助
成を実施しました（6月～2月）。

・任意接種について医療機関ごとに接種費用が異なるため、
費用負担に個人差が生じています。
・定期接種の対象者となる年度は1回しかないため、その機
会をもれなく市民に周知する必要があります。
・ワクチンを2種類から選択し接種するため、接種回数が異
なるなどのワクチンの特徴を、市民が十分に理解して選択で
きるように周知する必要があります。

・定期対象者の対象者について65歳以上の5歳刻みとするの
は、2029年度までの経過措置です。
・2030年度からは定期対象者は65歳のみとして実施予定で
す。
・任意予防接種接種の実施においても、2028年度までの経過
措置とする予定です。

保険健康部健
康増進課成人
保健係

がん検診推進事業【市
長政策No46-1】

- 分野別計画
12　医療・保健・健
康

-

がん対策基本法　第4条（地方公共団体の責務）第13条、第14条に基づき、がん予防の推進、がん
検診の質の向上等を目指し実施します。
がんを早期に発見し、その後に続く診断および適切な治療に結びつけることによって、早期発
見、早期治療によるがん死亡率の減少を図り、市民の健康寿命の延伸に努めます。

・特定健診対象者へ大腸がん検診採便キットと検診票を同封
して送付しました。(5月)
・集団がん検診を実施しました。（6月～2月）
・個別がん検診を実施しました。（6月～10月）
・節目の年齢の人へがん検診個別受診勧奨案内を送付しまし
た。(7月)
・広報、LINE、ミニバスデジタルサイネージ、健康まつりに
てがん検診の啓発しました。
・対象の年齢の人へ無料クーポンの案内と、未受診勧奨しま
した。

・特定健診対象者へ大腸がん検診採便キットと検診票を同封
して送付しました。(5月)
・集団がん検診を実施しました。（6月～2月）
・個別がん検診を実施しました。（6月～10月）
・節目の年齢の人へがん検診個別受診勧奨案内を送付しまし
た。(7月)
・広報、LINE、ミニバスデジタルサイネージ、健康まつりに
てがん検診の啓発しました。
・対象の年齢の人へ無料クーポンの案内と、未受診勧奨しま
した。

・第3次健康知立ともだち21計画において「がん受診率の増
加」を掲げて取り組んでいるが、目標値に達していない状況
です。
・現状では職域等でがん検診を受診した人の状況が把握でき
ないため、住民の受診状況を十分に把握できていません。

・受診率向上のために検診の運営方法や、周知方法を検討し
ます。
・胃がん検診の受診率の向上のために、胃内視鏡検査を2026
年度から導入します。
・職域等での受診状況の把握方法を研究します。

保険健康部健
康増進課成人
保健係

対策型胃内視鏡（胃カ
メラ）検診事業【市長

政策No46-1】
新規 分野別計画

12　医療・保健・健
康

-

2016年のがん検診指針改正に伴い、対策型検診が新規導入されたことにより、自治体のがん検診
で胃内視鏡検査を実施することが推奨されています。
対策型検診の導入はがんの死亡率減少に効果があるとされており、胃がん検診の選択肢が増える
ことにより、X線透視型検査のみの現在に比べて受診率の向上が期待されます。市民の健康寿命の
延伸のため、がんの早期発見・治療に繋げることができる仕組みづくりを推進します。

- - - -

保険健康部健
康増進課母子
保健係

小児におけるRS感染症
予防事業（定期予防接

種）
新規 分野別計画

12　医療・保健・健
康

-

・小児におけるRSウイルス感染症（A類疾病）予防のためのワクチン接種内容
　　対象者：妊娠28週から37週に至るまでの者
　　ワクチン：RSｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ（妊婦への能動免疫により出生した児のRSウイルス感染
　　　　　　　の予防に寄与するワクチンに限る）
　　開始時期：2026年4月1日
　　周知：個別通知、広報等

- - - -

保険健康部健
康増進課成人
保健係

高齢者インフルエンザ
定期予防接種（高用量

含む）
新規 分野別計画

12　医療・保健・健
康

-

個人予防目的に比重を置いた予防接種で、高齢者のインフルエンザの発症及び重症化を予防する
ことにより、その蔓延の予防を図るために実施します。
対象者は65歳以上、または60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に障がいを有する
者です。
2026年10月1日からは、75歳以上の対象者について高用量のワクチンを選択できるようになりま
す。
より効果的な方法をもって個々の事情に合わせた選択肢を増やすことにより、多くの人に予防の
機会を提供します。

- - - -

保険健康部長
寿介護課地域
支援係

福祉充実のため、総合
福祉センターを充実
【市長政策No43】

- 分野別計画 13　地域福祉 -
改修後の総合福祉センターで新たな一般介護予防事業の実施することにより高齢者が自立した生
活を維持し、介護が必要となるリスクを軽減します。

・施設内スペースの活用方法決定
　一般介護予防事業を実施予定

・活用方法検討し、送迎付の介護予防事業を実施していく予
定

・知立市の実情にあった事業内容の検討
・総合福祉センターで一般介護予防事業を実施できるよう準
備を進めます
・先行自治体の事例研究をします

保険健康部長
寿介護課介護
保険係

介護保険特別会計繰出
事業

- 分野別計画
15　高齢者福祉・介
護

-

介護給付費及び地域支援事業（介護予防）に要する給付費のうち12.5％を市負担分とする。地域
支援事業（包括的支援・任意事業）に要する給付費のうち19.25％を市負担分とする。また、その
他交付金対象外任意事業を市負担分とする。
低所得者（第1段階～第3段階）の保険料軽減に要する費用を全額一般会計から特別会計に繰り入
れ、国がその費用の1/2，県がその費用の1/4を負担し残りの1/4を市が負担する。（低所得者軽減
負担金）

・介護給付費の増加はしているものの、介護保険計画以上の
増加はなかった。

・第9期介護保険事業計画の中間年として、次期計画策定の
ためのアンケートを実施。
・システム標準化を果すための機能要件の確認等準、導入に
向けた備行為を継続実施。

・高齢者人口増加に伴い、保険給付費や地域支援事業費の増
加が必須である。

・引続き認定・給付の適正化に力を入れることにより、費用
の効率化を目指すことができ、持続可能な介護保険制度の構
築に繋げていく。

保険健康部長
寿介護課地域
支援係

高齢者ミニバス運賃無
料化事業

- 分野別計画
15　高齢者福祉・介
護

-
高齢者の孤立化、ひきこもりが社会問題化する中、高齢者が社会との関わり合い、いきがいを
持った生活ができるよう外出を支援します。

・後期高齢者医療者証のマイナンバーカードへの移行に伴
い、後期高齢者証明書の発行を7月に実施しました。
・利用者の増加により予算不足を見込み、12月補正を実施し
ました。
・補正予算額では、不足が発生したため、予算流用を実施し
ました。
・年度末最終利用者数が88,590人に到達しました。

・有効期間　2025年8月1日～2027年7月31日
　年度更新　8,504件
・毎月50件程度の追加（年齢到達等）
・再交付（紛失等）202件

・後期高齢者証明書の発行による事業の認知度が高まり、利
用者の増加が見込まれる。
・予算が不足することが考えられる・

・過去からの利用者の増減を把握する。
・ミニバス無料化事業の適正な予算の確保に努める。

保険健康部長
寿介護課地域
支援係

施設改修事業（総合福
祉センター）

- 分野別計画
15　高齢者福祉・介
護

-

1階通所介護（デイサービス）部分を改修し、現在2階で実施しているボランティア・市民活動セ
ンターを移設し業務実施、2階食堂部分を改修し、子ども・若者総合相談センターとして業務実
施、2階ボランティア・市民活動センター部分は、一般介護予防事業として利用予定、加えて1階
から3階までのトイレの改修工事の実施、受変電設備更新工事の実施を行うことにより、総合福祉
センターの運営を適切に実施します。

・福祉の里八ツ田運営審議会を開催・審議しました。
・地域福祉センターから総合福祉センターへの変更に伴う手
続を実施しました。

・次年度から改修工事を実施するため、設計業務を委託。
・工事対象となっているキュービクルの製造に長期間を要す
るため、当該工事を継続費設定。当該工事と居室・トイレの
改修を対象とする本体工事とを分割施工する旨方針策定。

・入札の円滑な履行
・長期にわたる工事の進捗管理

・建築課、福祉課及び社会福祉協議会との綿密な連携。
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重点戦略
・

分野別計画

基本方針
・
計画

施策名

⑥
2024年度までに実施した主要な取組や結果

⑦
2025年度に実施した主要な取組や結果

⑧
⑥・⑦等を踏まえて、課題として認識している事項

⑨
⑥・⑦・⑧等を踏まえて、今後取り組む事項

⑤
事業・取組のねらい・内容

④
総合計画の位置づけ

③
新規の

事業・取組

①
2026年度
担当課

➁
事業・取組

保険健康部長
寿介護課地域
支援係

【三大政策】買い物支
援、移動支援、活動支
援、ちょこっとお手伝
い、見守り支援を充実
【市長政策No36-1】

- 分野別計画
15　高齢者福祉・介
護

-
移動スーパーや生協等既存サービスの紹介、タクシー券の助成、ミにバスの無料化、生活支援の
依頼に対するボランティア団体の紹介、民間事業者との協定による地域での緩やかな見守りを実
施しています。

・移動スーパーや生協等既存サービスの紹介
・タクシー券の助成、ミニバスの無料化
・生活支援の依頼に対するボランティア団体の紹介
・民間事業者との協定による地域での緩やかな見守り

・移動スーパーや生協等既存サービスの紹介
・タクシー券の助成、ミニバスの無料化
・有償ボランティアによる生活支援制度のボランティア養成
講座の開催
・民間事業者との協定による地域での緩やかな見守り
・ささえあい事業の開始に向け、サポーター養成講座を開催
登録者数39人

・買物支援、ボランティアを活用した生活支援は新たな担い
手の養成
・移動支援のあり方の検討

・高齢者の生活支援を支える住民ボランティア養成講座の開
催。
・移動支援について先行自治体の事例研究
・ささえあい事業を5月から地区を限定して実施、サポー
ター養成講座も引き続き開催。

保険健康部長
寿介護課地域
支援係

介護予防事業を充実
【市長政策No40】

- 分野別計画
15　高齢者福祉・介
護

-

介護予防事業を実施することにより高齢者が自立した生活を維持し、介護が必要となるリスクを
軽減します。
まちかど運動教室は週1回の教室を開催しており、介護予防のためのストレッチや筋力アップ体操
などを行っています。知立市老人福祉センターでは、市内在住の60歳以上の方を対象に、健康の
増進や教養の向上のための健康づくり事業を実施しています。

・まちかど運動教室
　開催場所　20カ所（うち1カ所中止）
　延べ参加者数　14,470人
・新健やかプログラム　33人
・健康づくり事業（延べ人数）　4,312人
・脳の健康度チェック　57人

・まちかど運動教室
　開催場所　20カ所（うち1カ所中止）
　延べ参加者数　14,910人
・新健やかプログラム　29人
・健康づくり事業（延べ人数）　4,380人
・脳の健康度チェック　57人

・講座・イベントや地域の通いの場等に参加しない人に関心
をもって取り組んでもらえるような体制づくり

・老人福祉センターの新規講座開催に向け他施設での集客の
ある講座等を参考に検討します
・まちかど運動教室の開催場所の拡充を検討

保険健康部長
寿介護課地域
支援係

社会活動ができる環境
を整備【市長政策

No44】
- 分野別計画

15　高齢者福祉・介
護

-

生活支援の担い手や介護予防ボランティアの人材育成のための養成講座の実施、働く意欲のある
高齢者と企業とのマッチングの機会を設けて社会に貢献できる環境を整備します。やるっぴ生活
支援サポーター養成研修を実施、第1号訪問事業（訪問型サービスA)に従事できる人材の育成を
行っています。
シニアのためのお仕事フェアをハローワークを共催、働く意欲のある高齢者とのマッチングの機
会を設けています。

・生活支援サポーター養成講座を2回実施
　講座受講者数　10人
　内シルバーいちごサービスにつながった人　2人
　
・お仕事フェア参加者数　138人
（同時開催　セミナー参加者数　78人）

・生活支援サポーター養成講座を2回実施
　講座受講者28人

・お仕事フェア参加者数139人

・生活支援サポーター養成講座受講後に市内介護事業所に従
事する人が少なく、事業者側の受入れ状況やマッチングが課
題
・高齢者雇用に積極的な企業が少なく、就労に結び付く件数
が少ない

・生活支援サポーター養成講座内容の見直し
・受講後アンケートを実施、就労希望者に個別に話を聞き、
シルバー人材センターや市内介護事業所につなげる

・お仕事フェアとセミナーを同時開催し、参加者を増やす方
法を検討
・ボランティア団体の参加を検討
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